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第１章 計画の趣旨  

１ 趣旨 

消費者教育の機会が提供されることが、消費者の権利であることを踏まえ、県はこれまで、

自立した「賢い消費者」を育成することを目指して消費者教育を推進してきました。しかし

ながら、消費者を取り巻く社会経済状況が急速に変化する中、消費者被害の範囲は製品事故

から販売や取引方法へ、モノからサービスへと広がり、多様化、複雑化しています。 

近年、県の消費生活相談窓口に寄せられる相談の傾向としては、相談全体に占める高齢者

からの相談割合が上昇し続けていることが挙げられますが、未成年者の間でインターネット

の利用が普及したことで、通信販売や架空請求トラブルに巻き込まれるケースも後を絶ちま

せん。こうしたことから、新たな消費者被害に対応した消費者教育が求められています。 

一方で、平成 24 年 12 月に消費者教育の推進に関する法律（平成 24 年法律第 61 号。以下

「消費者教育推進法」という。）が施行されたことにより、これまでのような、被害に遭わ

ない消費者、合理的な意思決定ができる自立した消費者を育成することにとどまらず、社会

の一員として、よりよい市場とよりよい社会の発展のために積極的に関与する消費者を育成

していくことが求められるようになりました。 

これらのことから、このたび県では、消費者教育推進法の趣旨を踏まえ、自ら考え自ら行

動する自立した消費者を育成するため、また、社会の一員として、よりよい市場とよりよい

社会の発展のために積極的に関与する消費者を育成するため、消費者教育を体系的に、かつ

多様な主体が連携して推進することを目的としてこの計画を策定することとしました。 

 

２ 位置付け  

この計画は、消費者教育推進法第 10条に基づく都道府県消費者教育推進計画です。  

［消費者教育とは］  

この計画における「消費者教育」とは、消費者教育推進法第２条第１項の定義による

ものとします。また、「消費者市民社会」とは、同法第２条２項の定義によるものとします。 

［岐阜県消費者施策推進指針との関係］ 

岐阜県では、岐阜県消費生活条例第 37条に基づき、毎年、「岐阜県消費者施策推進指針」

を策定、県民の消費生活の実態に即して消費者施策の方向性を定め、施策に反映させていま

＜参考＞消費者教育推進法 

第２条（定義） 

この法律において「消費者教育」とは、消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する教育

（消費者が主体的に消費者市民社会の形成に参画することの重要性について理解及び関心を深めるため

の教育を含む。）及びこれに準ずる啓発活動をいう。 

２ この法律において「消費者市民社会」とは、消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相

互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び

地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画

する社会をいう。 
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す。その一方で、この計画では、中長期的な視点に立ち、消費者教育を総合的かつ一体的に

推進するための具体的な方法や内容を示していくこととします。 

 

３ 計画の期間 

平成２６年度～平成３０年度までの５年間とします。なお、社会経済情勢の変化に応じて、

必要な場合は見直しを行います。  
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第２章 基本的な視点  

１ 消費者の自立 

～「自ら考え自ら行動する」自立した消費者～ 

消費者教育推進法第３条（基本理念）第１項では、「消費者教育は、消費生活に関する知

識を修得し、これを適切な行動に結び付けることができる実践的な能力が育まれることを旨

として行われなければならない。」とされています。 

すなわち、消費者教育は、知識を一方的に与えることではなく、日常生活の中での実践的

な能力を育み、社会全体の消費者力の向上を目指して行われるべきものだといえます。 

消費者の自立により社会の消費者力を向上させるためには・・・ 

 

２ 「消費者市民社会」の形成 

～自らの消費行動が社会経済や地球環境に与える影響を自覚し行動できる消費者～ 

消費者教育推進法第３条（基本理念）第２項では、「消費者教育は、消費者が消費者市民

社会を構成する一員として主体的に消費者市民社会の形成に参画し、その発展に寄与するこ

とができるよう、その育成を積極的に支援することを旨として行われなければならない。」と

されています。 

日常生活においては、利便性の向上が追求されることで、大量生産、大量消費、大量廃棄

といった経済社会が形成されてきました。消費者には、自らの行動が社会に影響を与えると

の自覚、環境に配慮した商品の選択やエネルギーの節約といった、日常の消費生活における

省資源・省エネルギー等環境に配慮した行動、さらには持続可能な消費の実践が求められて

います。  

消費者市民社会を構築するには・・・

 

１ 消費者自らの行動が社会に影響を与えるとの自覚をもつ 

２ 環境に配慮した商品を選択する 

３ エネルギーの節約など、日常の消費生活における省資源・省エネルギー等

環境に配慮した行動をとる 

４ 持続可能な消費を実践する 

 

１ 様々な機会・出会いを通じて、「見て」、「聞いて」、「読んで」自ら調べ、「学ぶ」ことで「気づく」 

２ 知識として学んだことを自らの消費生活にいかす 

３ 「見せて」、「話して」、「書いて」他人に伝える 

４ 自立が困難な人を「見守る」 
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第３章 計画の方針（目標） 

この計画では、「消費者教育の体系イメージマップ」※（以下「イメージマップ」という。）

に示された対象領域ごと、発達段階ごとの内容を参考にしながら学習目標を整理し、「消費

者教育が育むべき力」（教育が目指す目標）を設定することで、計画を体系的に推進してい

きます。 

※「消費者教育の体系イメージマップ」 

消費者教育の推進のための体系的プログラム研究会（消費者庁設置）が、平成 25年 1月に公表したもの。 

消費者教育の４つの対象領域ごとに、年代ごとに消費者教育の内容（目標として育む力）を整理している。

現在のものは Ver.1となっており、バージョンアップされていく予定。 

１ 消費者教育が育むべき力 

① 消費が社会に与える影響を考慮し適切な選択ができる力 

（イメージマップの領域：消費者市民社会の構築に関する領域） 

ア 自らの消費が環境、経済、社会及び文化等の幅広い分野において、他者に影響を及

ぼし得るものであることを理解し、適切な商品やサービスを選択できる力  

イ 持続可能な社会の必要性に気づき、その実現に向けて多くの人々と協力して取り組

むことができる力  

ウ 消費者が、個々の消費者の特性や消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、主体的に

社会参画することの重要性を理解し、他者と協働して消費生活に関連する諸課題の

解決のために行動できる力  

② 商品等やサービスの安全性を確認し危険を回避できる力  

（イメージマップの領域：商品等やサービスの安全に関する領域）  

ア 商品等やサービスの情報収集に努め、内在する危険を予見し、安全性に関する表示

等を確認し、危険を回避できる力  

イ 商品等やサービスによる事故・危害が生じた際に、事業者に対して補償や改善、再

発防止を求めて適切な行動をとることができる力  

③ 健全な家計運営ができ、消費者トラブルを回避し対処する力  

（イメージマップの領域：生活の管理と契約に関する領域）  

ア 適切な情報収集と選択による、将来を見通した意思決定に基づき、自らの生活の管

理と健全な家計運営をすることができる力  

イ 契約締結による権利や義務を明確に理解でき、違法・不公正な取引や勧誘に気づき、

トラブルの回避や事業者等に対して補償、改善、再発防止を求めて適切な行動をと

ることができる力 

④ 様々な情報を読み解く力と活用できる力 

（イメージマップの領域：情報とメディアに関する領域 ） 

ア 高度情報化社会における情報や通信技術の重要性を理解し、情報の収集・発信によ

り消費生活の向上に役立てることができる力  

イ 情報、メディアを批判的に吟味して適切な行動をとるとともに、個人情報管理や知

的財産保護等、様々な情報を読み解く力を身に付け、活用できる力  



 

5 

 

Ⅰ 各ライフステージでの体系的な実施  

Ⅱ 場や消費者の特性に応じた方法での実施  

Ⅲ 教育人材の育成・活用 

Ⅳ 教育教材等の作成・活用 

Ⅴ 多様な教育の担い手との連携 

 

〈図表１〉 

[消費者教育の体系イメージマップ] 

 

（拡大版は付属資料として添付） 

２ 施策のポイント 

県民の誰もが、どこに住んでいても、生涯を通じて、様々な場で、消費者教育を受けるこ

とができる機会や学び合う機会を提供し、かつ、それらを効果的なものとするため、消費者

教育のポイントとして以下の５つを示します。 

行政、民間、消費者自身も含め、幅広い教育の担い手が、これらのポイントとそれぞれの

役割を意識することで、「いつ」、「だれが」、「どこで」、「だれに」、「何を」、「ど

のようにして」消費者教育を行っていくのかを明確にしながら取り組むこととします。 

 

 

本計画は、消費者教育推進法の施行後、初めて策定される計画であることから、県内全域

で消費者教育の機会を提供するための基盤づくりとして、まずは、上記のポイントのうち、

特に、Ⅲ 教育人材の育成・活用、そして、Ⅳ 教育教材等の作成・活用に重点的に取り組

んでいくこととします。 

県の重点施策 
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第４章 消費者教育の現状と課題 

平成 25年 7月から 8月にかけて、消費者教育に関する県政モニターアンケート※を実施し

ました。その結果、消費者教育を受けたことがある方が過半数を下回り、44.3%でした。また、

受けたことがある消費者教育の内容について聞いたところ、最も多かったのが「契約のルー

ルや取引のトラブル防止策（クーリング・オフの仕方など）」(60.0%)、次いで「安全・安心

な商品（食べ物含む）の選び方、表示の見方」と「環境に配慮した生活（環境に配慮した製

品の購入やゴミの減量）」(それぞれ 52.9%)でした。 

※県政モニターアンケート 

県民の皆さまの県政に関する意識やご意見を把握し、県政推進に活用するため実施しています。 

今回の対象モニターは 636人、回答者は 548人（回答率 86.2%）でした。 

 

 

 

 

また、教育を受けた場所について聞いたところ、「会社・職場での講座など」を選択した方

が 48.5%と最も多く、次いで「学校の授業」(27.9%)、「地域(町内会など)が行う講座など」、

「県・市町村が行う研修会など」(それぞれ 21.8%)という結果でした。このことから、消費

者教育を受けたことがある方のうち２人に１人は会社で、また、4人に１人は学校で受けて

いることが分かりました。 

受けたことがある 

44.3% 

受けたことはない 

55.7% 

〈図表２〉消費者教育を受けた経験について（542） 

60.0% 

52.9% 

52.9% 

35.0% 

32.5% 

22.1% 

19.6% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

契約のルールや取引のトラブル防止策（クーリング・オフ

の仕方など） 

安全・安心な商品（食べ物含む）の選び方、表示の見方 

環境に配慮した生活（環境に配慮した製品の購入やゴミの

減量）  

消費者被害に遭った時の相談窓口の情報  

情報通信の有効活用、安全確保（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝの安全

な利用方法） 

製品事故や取引被害に遭ったときの解決方法 

家計の管理、生活設計  

〈図表３〉受けたことがある消費者教育の内容（回答数240） 
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１ 学校における教育 

【幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校等】 

県内幼稚園を対象とした調査では、幼児に対して消費者教育を実施している園は74.4%でし

た。また、実施していない園にその理由を聞いたところ、最も多い回答が「どのように実施

したらよいかわからない」で70.0%でした。 

消費者教育の取り組み内容については、最も多かったのが「安全な遊具や用具の選択と利

用のしかた」（75.8%）、次いで「環境に配慮した生活（環境に配慮した製品の購入やゴミの減

量、節電など）」（69.7%）でした。 

今後は、幼稚園での取り組みが進むよう、消費者教育の内容と方法について情報提供して

いくことが必要です。 

 

  

48.5% 

27.9% 

21.8% 

21.8% 

18.3% 

7.9% 

会社・職場での講座など 

学校の授業  

県・市町村が行う研修会など  

地域（町内会など）が行う講座など 

消費者団体・ＮＰＯが行う講座など  

その他 

〈図表４〉教育を受けた場所について(回答数229） 

はい 

74.4% 

いいえ 

22.6% 

 無回答 

3.0% 

〈図表５〉幼児に対して消費者教育を実施していますか(回答数133) 

70.0% 

26.7% 

10.0% 

16.7% 

3.3% 

どのように実施したらよいかわからない 

園で行う場所や時間が確保できない 

家庭で行うものである 

今後、実施予定がある 

その他 

〈図表６〉実施していない理由(回答数30) 

消費者教育に関する県政モニターアンケート(平成 25年度) 
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一方で、県政モニターアンケートでは、回答者のうち、20～30代の学校で消費者教育を受

けた世代（消費者教育が本格的に学校教育に導入されたのは、89年の学習指導要領改訂以降

であるため）の回答について見たところ、「消費者教育を受けたことはない」と回答した方が

50%でした。さらに、受けた場所について、「学校の授業」を選択した方は 28.5%で 10人に３

人の割合となりました。 

 

このことは、小学校以上の学校教育においては、消費者教育の内容が社会科、家庭科等の

複数教科にまたがることから、学習者にとっては体系だった消費者教育としてとらえにくく、

学習者自身が学習した内容を消費者教育として認識していないことや、知識が十分に定着し

なかったことが主な原因であると考えられます。 

現在、県内の小・中・高等学校の各学校においては、学習指導要領により、社会科、家庭

科等の関係する各教科で消費者教育が取り組まれているところですが、消費者問題の急激な

変化に十分対応し切れていない現状があります。消費者教育を効果的に推進するためには、

消費者教育に関する連携や教職員の意識付け及び消費者問題の変化に対応した指導力等が不

可欠です。 

今後は、教科横断的な教職員同士の連携や外部機関との連携、消費者問題の変化に対応し

た教材開発や活用、教職員の指導力向上のための研修等を通して、消費者教育をさらに充実

させていくことが必要です。 

75.8% 

69.7% 

56.6% 

52.5% 

31.3% 

3.0% 

安全な遊具や用具の選択と利用のしかた 

環境に配慮した生活（リサイクルやゴミの減量、節電な

ど） 

食品の選択と食べ方 

お金の使い方（買い物体験など） 

情報通信機器との付き合い方（テレビ、ゲーム、インター

ネットなど） 

その他・無回答 

〈図表７〉幼児に対する教育(啓発)の内容(回答数99) 

50.0% 

28.5% 

19.2% 

3.8% 

3.8% 

3.1% 

2.3% 

受けたことはない 

学校の授業  

会社・職場での講座など  

県・市町村が行う研修会など  

消費者団体・ＮＰＯが行う講座など  

地域（町内会など）が行う講座など  

その他 

〈図表８〉20、30代の教育を受けた場所について(回答数65) 

消費者教育に関する県政モニターアンケート(平成 25年度) 

「岐阜県消費者教育に関する実態調査」県内幼稚園対象（平成 25年度） 
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【大学・専門学校等】 

県内大学・短大、専修学校（以下「大学等」という。）に対する調査では、学生、教職員

に対して消費者教育を実施している大学等は 38.0%にとどまっています。また、実施してい

ない学校にその理由を聞いたところ、「学校で行う場所や時間が確保できない」が 50%、「ど

のように実施したらよいかわからない」が 26.9%でした。 

消費者教育の取り組み内容については、最も多かったのが「契約のルールや取引のトラブ

ル防止(クーリング・オフの仕方など)」（93.8%）、次いで「情報通信機器の有効活用、安全

確保（インターネット等の安全な利用方法など）」（81.3%）でした。 

大学等においては、チラシの配布、ポスター掲示等による啓発のほか、新入生を対象とし

た研修を実施するなどして、消費者教育に取り組まれている学校もありますが、今後は、各

大学等の実態に合わせて、消費者教育の方法や人材について情報提供をするとともに、消費

者教育への取り組みを支援していく必要があります。 

 

 

 

学生のみ実施している 

19.0% 

学生、教職員とも実施

している 

19.0% 

いいえ 

61.9% 

〈図表９〉学生、教職員に対して消費者教育を実施していますか(回答数42) 

学校で行う場所や時間

が確保できない 

50.0% 
どのように実施したら

よいかわからない 

26.9% 

自己責任で学

ぶものである 

7.7% 

その他 

7.7% 

今後、実施予定がある 

7.7% 

〈図表10〉 実施していない理由(回答数25) 

18.8% 

43.8% 

43.8% 

56.3% 

68.8% 

81.3% 

93.8% 

家計の管理、生活設計 

環境に配慮した生活（環境に配慮した製品の購入やゴミの減

量、節電など） 

製品事故や取引被害にあった時の解決方法 

安全・安心な商品（食べ物含む）の選び方、表示の見方 

消費者被害にあった時の相談窓口の情報 

情報通信機器の有効活用、安全確保（インターネット等の安

全な利用方法など） 

契約のルールや取引のトラブル防止（クーリング・オフの仕

方など） 

〈図表11〉実施している教育(啓発)の内容(回答数16) 

「岐阜県消費者教育に関する実態調査」県内大学、短大、専修学校対象（平成 25年度） 
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２ 地域における教育 

県政モニターアンケートにおいて、消費者教育を受けた場所として、主に地域での講座等

（「地域(町内会など)が行う講座など」、「県・市町村が行う研修会など」、「消費者団体・NPO

が行う講座など」の３つの選択肢のいずれか）を選択した回答者は全体の48.5%でした。その

うち、これら３つのみを選択した方について、受けたことがある消費者教育の内容を見てみ

ると、最も多かったのが「安全・安心な商品（食べ物含む）の選び方、表示の見方」が54.4%、

次いで「環境に配慮した生活（環境に配慮した製品の購入やゴミの減量）」が44.1%、次いで

「契約のルールや取引のトラブル防止策（クーリング・オフの仕方など）」が35.3%でした。 

 
 

 

地域における消費者教育の展開は、県や市町村だけでなく、消費者団体、社会福祉協議会、

地域包括支援センター、老人クラブ等、様々な主体が講座や研修会の機会を利用して行って

います。 

今後は、地域においても「消費者教育」の必要性に対する理解を深めていくと同時に、県

民一人一人に消費者教育の機会が様々な場において提供していくことが必要です。 

 

３ 職域における教育  

県政モニターアンケートにおいて、消費者教育を受けた場所として「会社・職場での講座」

を選択した方は48.5%でした。(7頁図表4参照)また、「会社・職場での講座」のみを選択した

方について、受けたことがある消費者教育の内容を見てみると、最も多かったのが「契約の

ルールや取引のトラブル防止策（クーリング・オフの仕方など）」(60.3%)、次いで「環境に

配慮した生活（環境に配慮した製品の購入やゴミの減量）」、「情報通信の有効活用、安全確保

（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝの安全な利用方法）」（それぞれ42.9%)でした。 

特に、インターネットが普及した現在では不可欠な、情報通信に関する教育については、

会社・職場での講座のみを選択した回答者では42.9％と半数近くあった一方で、上記の地域

での講座等のみを選択した回答者では17.6%と学ぶ機会があまり提供されていないことが分

かりました。このことから、会社・職場等においての教育が、生活していく上で必要となる

知識を補完する重要な役割を担っていることが分かります。 

54.4% 

44.1% 

35.3% 

30.9% 

17.6% 

13.2% 

13.2% 

安全・安心な商品（食べ物含む）の選び方、表示の見方 

環境に配慮した生活（環境に配慮した製品の購入やゴミの減量）  

契約のルールや取引のトラブル防止策（クーリング・オフの仕方など） 

消費者被害に遭った時の相談窓口の情報  

情報通信の有効活用、安全確保（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝの安全な利用

方法） 

製品事故や取引被害に遭ったときの解決方法 

家計の管理、生活設計  

〈図表12〉  受けたことがある消費者教育の内容(地域での講座等のみの選択者68) 

消費者教育に関する県政モニターアンケート(平成 25年度) 
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一方、県内事業者を対象とした調査では、従業員に対する教育を実施している事業者は

58.8%と過半数を超えました。また、実施していない事業者にその理由を聞いたところ、「自

社で行う時間的・経済的余裕がない」(28.6)%が最も多く、次いで「自己責任で学ぶものであ

る」(19.5%)でした。 

従業員教育の方法については、従業員教育を実施している事業者のうち60.4%が「新入社員

研修(自社)」と最も多い一方で、45.4%が事業者団体等の実施する研修への参加などにより、

従業員教育に取り組まれていることが分かりました。 

 

 

 

  

 

60.3% 

42.9% 

42.9% 

30.2% 

30.2% 

17.5% 

12.7% 

契約のルールや取引のトラブル防止策（クーリング・オフの仕方な

ど） 

環境に配慮した生活（環境に配慮した製品の購入やゴミの減量）  

情報通信の有効活用、安全確保（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝの安全な利用方

法） 

安全・安心な商品（食べ物含む）の選び方、表示の見方 

消費者被害に遭った時の相談窓口の情報  

製品事故や取引被害に遭ったときの解決方法 

家計の管理、生活設計  

〈図表13〉受けたことがある教育の内容(「会社・職場での講座」のみの選択者63) 

はい 

58.8% いいえ 

38.7% 

 無回答 

2.5% 

〈図表14〉従業員に対する教育を実施していますか(回答数1,100) 

自社で行う時間的、

経済的余裕がない 

28.6% 

自己責任で学ぶもの

である 

19.5% 

どのように実施した

らよいかわからない 

18.3% 

自社で教える人材が

いない 

15.5% 

今後、実施予定

がある 

4.2% 

その他・無回答 

13.8% 

〈図表15〉実施していない理由(426) 

消費者教育に関する県政モニターアンケート(平成 25年度) 
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従業員教育を実施している事業者のうち、消費者教育の取り組み内容について聞いたとこ

ろ、「環境に配慮した生活（環境に配慮した製品の購入やゴミの減量、節電など）」(36.8%)

が最も多く、次いで、「契約のルールや取引のトラブル防止（クーリング・オフの仕方など）」

(32.0%)でした。 

今後は、各事業者の実態に合わせて、消費者教育の方法や人材について情報提供をすると

ともに、消費者教育への取り組みを支援していく必要があります。 

 

４ 県の消費者教育の取り組み 

県ではこれまで、自立した「賢い消費者」を育成するため、消費者の状況に応じた効果的

な方法を検討しながら消費者教育に力を入れてきました。誰もが自立した「賢い消費者」に

なるには、年齢・世代を問わず消費生活に関する知識を身につける必要があることから、啓

発資料の配付のみにとどまらず、学校、職場、地域など様々な場において消費生活に関して学

ぶ場を提供できるよう、「消費生活出前講座」を実施してきました。 

60.4% 

45.4% 

39.1% 

39.1% 

29.1% 

17.5% 

11.1% 

15.5% 

新入社員研修（自社） 

事業者団体等の実施する研修への参加 

管理職等特定の職務従事者を対象とした研修 

掲示板や社内広報等への掲載 

自由参加研修（自己啓発等） 

チラシやパンフレットの配布 

メール送信 

その他・無回答 

〈図表16〉教育(啓発)の方法(回答数647) 

36.8% 

32.0% 

24.6% 

24.4% 

19.9% 

8.3% 

4.6% 

12.5% 

19.2% 

環境に配慮した生活（環境に配慮した製品の購入やゴミの

減量、節電など） 

契約のルールや取引のトラブル防止（クーリング・オフの

仕方など） 

製品事故や取引被害にあった時の解決方法 

情報通信機器の有効活用、安全確保（インターネット等の

安全な利用方法など） 

安全・安心な商品（食べ物含む）の選び方、表示の見方 

消費者被害にあった時の相談窓口の情報 

家計の管理、生活設計 

その他 

 無回答 

〈図表17〉従業員教育(啓発)の内容(回答数647) 

「岐阜県消費者教育に関する実態調査」県内事業者対象（平成 25年度） 

「岐阜県消費者教育に関する実態調査」県内事業者対象（平成 25年度） 
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しかしながら、これまでの県の取り組みについては、商品等の安全や消費者被害防止に関

する内容が多いことから（別紙取り組み状況一覧25頁参照）、消費者市民社会の構築に関する

分野については、今後、教育の内容や方法について検討していく必要があります。 

これまでも県としては、例えば、県民に対して、環境にやさしい買い物（グリーン購入）

の実践についての働きかけをしたり、環境にやさしい農業（ぎふクリーン農業）を推進する

ことで、安全・安心な農作物を提供するといった取り組みを行ってきました。今後は、この

計画で示す消費者教育の体系を意識しながら、対象分野や内容に偏りがないよう、関係各課

と連携して、充実すべき部分は充実させながら推進していく必要があります。 
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第５章 消費者教育の推進の内容 

第４章で見てきたように、県民の消費者教育に対する認知度は必ずしも高いとはいえませ

ん。また、県民がこれまでに受けてきた消費者教育の内容について、改めて「イメージマッ

プ」に示された各領域の内容と照らし合わせてみると、以下のような課題があると考えられ

ます。 

・「消費者教育」の必要性についての理解を深めること 

・消費者トラブルを解決する知識や実践力を身につける教育が必要なこと 

・家計管理や生活設計についての教育が必要なこと 

・学校教育での消費者教育に関する連携、教職員への意識付けが必要なこと 

 

その一方で、環境に配慮した生活の実践については、県民の中で意識が定着しつつありま

すが、消費者教育としては、以下の視点を取り入れていくこととします。 

・消費活動が社会経済情勢や地球環境に影響を及ぼす影響を自覚し、公正かつ持続可能な

社会の形成に積極的に参画する消費者を育成すること 

 

以上のことを踏まえつつ、この章では、消費者教育の具体的な方法や内容について示して

いくこととします。 

また、これらは、県として取り組むべき内容だけを示しているのではなく、幅広い消費者

教育の担い手がそれぞれの役割を自覚し、様々な主体と連携して推進していく内容について

示しています。 

 

１ 各ライフステージ(幼児期から高齢期までの生涯の発達段階)での体系的な実施 

消費者教育推進法第３条（基本理念）第３項には、「消費者教育は、幼児期から高齢期ま

での各段階に応じて体系的に行われるとともに、年齢、障害の有無その他の消費者の特性に

配慮した適切な方法で行われなければならない。」とされています。 

このため、消費者庁では、消費者と消費者教育の推進に従事する方が、取り組むべき消費

者教育の意義や目標を理解できるよう、「イメージマップ」に対象領域ごと、発達段階ごと

の学習目標を整理し、全体像を明示し、消費者教育の「見える化」を図っています。 

当県においても、このイメージマップを活用し、消費者教育に体系的に取り組んでいくこ

ととします。 

 

２ 場や消費者の特性に応じた方法での実施 

（１）学校 

【幼稚園、小学校、中学校、高校、特別支援学校】  

学校教育においては、幼児、児童及び生徒の「生きる力」を育むことを目指し、生涯にわ

たり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを

活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力等の能力を育み、主体的に学

習に取り組む態度を養うことを理念としています。 
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消費者教育に関しては、平成20年及び21年に改訂された小・中・高等学校の学習指導要領

において、社会科、公民科、家庭科、技術・家庭科などを中心に教育内容が充実されました。 

消費者教育は、知識を一方的に与えることではなく、日常生活の中での実践的な能力を育

み、社会の消費者力の向上を目指して行われるべきものですので、学校教育においては、学

習指導要領に基づく教育を充実させると同時に、学校で学んだ内容を日常生活で実践する能

力を養うことが大切です。 

そこで、県では、学校教育で得た知識は家庭で、家庭教育で得た知識は学校でといった相

互作用により実践力を高めるため、ＰＴＡ活動などで体験型講座を実施するなど、消費者教

育の内容が学校、家庭で共有される取り組みを進めていきます。 

さらに、近年は、急速に普及した携帯電話、スマートフォン等の情報通信機器や、インタ

ーネットの利用による契約トラブルも増加しています。このような消費者被害等の状況から、

高校までに、契約に関する基本的な考え方や契約に伴う責任、消費者市民社会の形成に参画

することの重要性などについて理解させ、社会において消費者として主体的に判断し責任を

持って行動できるような能力を育む必要があります。 

そのため、県では、時代の要請に応じた消費者教育を学校で行っていくために、新しい教

材に関する情報を収集、紹介するだけでなく、専門的知識を有する外部人材の活用も進めて

いきます。 

また、幼稚園においては、消費者教育のニーズ把握に努めるとともに、モデルケースを発

掘し、園で使用できる教材を作成する等、園での取り組みを支援していきます。 

 

 

【大学、専門学校等】 

成年と未成年が混在する大学、専門学校等（以下大学等という。）においては、消費者の

権利と責任が大きく変化することも踏まえ、学生のもつ様々な側面に応じ、大学等として積

極的に消費者教育に取り組み、学生への生活支援を行うのみならず、自立した社会人として

の消費者、職業人としての生産者・サービス提供者の育成等を行うことが求められています。 

また、大学等は、社会的経験の浅い学生が、安心して充実した学生生活を送るための支援

を行う役割を担っており、これまでも学習面での支援にとどまらず、多様な学生の相談に応

じ、生活面での支援を行っています。しかし、悪質商法等の被害や契約等のトラブルに遭う

学生は少なくなく、学生からの相談に対応するほかにも、学生に対する各種の消費生活や消

費者問題に関する情報や知識の提供機会を拡大していくことが求められています。 

そこで、県では、大学等における消費者教育のニーズ把握に努めるとともに、モデルケー

スを発掘し、入学時のガイダンスや、学生支援に従事する教職員等に対する研修の実施を支

援していきます。 

 

 

 

 

＜具体的取組内容＞ 

PTA活動などで体験型講座を実施 

新しい教材に関する情報を収集、紹介 

専門的知識を有する外部人材の活用 

（幼稚園）モデルケースの発掘と教材作成、情報提供 

 

＜具体的取組内容＞ 

モデルケースの発掘と情報提供 

入学時のガイダンス等の実施支援 

教職員等に対する研修の実施支援 

 



 

16 

 

（２）地域  

自立した消費者を育成するためには、地域においても消費者教育に取り組むことが重要で

す。例えば市町村等の消費生活センターは、消費者被害の救済だけではなく、商品・サービ

スの基礎知識や契約知識について情報を発信する役割を担うことで、地域の消費生活を支え、

情報発信の業務の一環として啓発活動をしています。また、公民館、図書館を始めとする社

会教育施設においては、地域の人々に身近な学習や交流の場として、消費者問題に関する普

及・啓発を実施するなど大きな役割を果たしています。これらの取り組みを継続していくと

ともに、一層推進していくことが求められています。  

一方で、情報や支援を求めて学習の場に自ら足を運ぶ人よりも、関心を持たない人の方に

こそ、消費者教育が必要だという意見もあります。 

県政モニターアンケートでも、「希望者を募集する情報提供ではなく、より積極的なアプ

ローチをすべき」、「高齢者にも分かりやすい講座を地域別、町内会別といった小さい単位

グループで行って欲しい」といった意見がありました。（「県が消費者教育を進めるうえで

特に力を入れてもらいたいと思うこと」への回答） 

そこで、市町村、町内会、老人クラブといった地域団体との連携により、人が多く集まる

商業施設等での地域イベント、講演会等での啓発活動や、県が委嘱する消費者啓発推進員や

県市町村の消費生活相談員の活用による出前講座により、情報が届きにくい地域や人への教

育を推進していきます。 

 

【高齢者、障がい者】 

消費者教育推進法第13条では、「地域において高齢者、障がい者等に対する消費者教育が

適切に行われるようにするため、民生委員、社会福祉主事、介護福祉士その他の高齢者、障

がい者等が地域において日常生活を営むために必要な支援を行う者に対し、研修の実施、情

報の提供その他の必要な措置を講じなければならない。」としています。 

高齢者や障がい者など生活に支援が必要な方に対しては、その支援者（介護従事者等）に

対する働きかけが特に重要です。 

また、高齢社会の進展や核家族化が進展することで、孤立しがちな単身の高齢者や障がい

者を地域で支え合うための仕組みが求められており、直接その人々に対して消費者教育を行

う機会を設けるだけでなく、支え合いの仕組みの中で、消費者教育がなされる必要もありま

す。 

そのため、これまでの出前講座のほか、老人クラブの会合や見守りネットワークを活用し

た啓発や障がい者支援施設、支援者ネットワークを活用した啓発に取り組んでいきます。 

 

 

 

 ＜具体的取組内容＞ 

市町村や地域団体等との連携によるイベントや講演会等での啓発 

消費者啓発推進員や県市町村相談員の活用による出前講座の実施 

＜具体的取組内容＞ 

高齢者や障害者またはその支援者に対する啓発 

老人クラブの会合や見守りネットワークを活用した啓発 

障害者支援施設、支援者ネットワークを活用した啓発 
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（３）家庭 

家庭においては、子どもに対して親などの保護者が小遣いの与え方を考え、買い物を手伝

わせることなどにより、金銭や物を大切に扱うことについての意識を子どもに身に付けさせ

ていくことが大切です。また、オンラインゲームの課金トラブルが低年齢でも発生している

ことから、携帯電話やインターネット等の使い方について、家族で考え、家庭でのルールづ

くりを行うことも重要です。 

一方で、高齢者に対しては、高齢者世帯を狙った詐欺的な勧誘の被害を防止するため、家

族間で常に情報共有をしていくことが重要です。 

県では、幼児期から保護者等の行う家庭教育を支援するため、幼稚園等でのニーズを把握

し、それをもとに、家庭において親子で学べる教材を作成します。また、高齢者世帯への家

族による見守りを支援するため、家族への高齢者被害についての情報提供等を行っていきま

す。 

 

 

（４）職域  

【顧客の声を生かした消費者への情報提供】 

消費者教育推進法第14条第2項では、「事業者は、消費者からの問合せ、相談等を通じて得

た消費者に有用な消費生活に関する知識を広く提供するよう努めるものとする。」とされて

います。 

事業者がお客様相談室などを設け、そこで直接的、間接的に消費者の声を聴き、その声を

事業者自らの顧客満足度の向上にいかすことは、事業者の活動として今や必須であると考え

られます。さらに、その声をいかし、消費者が公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参

画できるような、情報提供や商品やサービスの開発、提供が期待されます。このように、消

費者教育に取り組むことは、事業者の社会的責任（ＣＳＲ）の観点からも有意義です。  

 

【従業者への消費関連情報提供】 

消費者教育推進法第14条第3項では、「事業者は、その従業者に対し、研修を実施し、又は

事業者団体等が行う講習会を受講させること等を通じ、消費生活に関する知識及び理解を深

めるよう努めるものとする。」とされています。 

従業者については、特に、初めて社会に出て経済的に自立し、自己の責任において消費生

活を実現する新入社員等については、自ら合理的に判断し消費者として行動することが求め

られます。しかしながら、時代が変化する中で、学校教育の中で得た知識と、社会に出てか

ら必要となる知識は必ずしも一致しないことがあります。 

また、社会に出てからの学びの場は少ないことから、新入社員向けに契約のルールや生活

設計・管理に係る社会人としての基礎知識や食生活向上のための知識、あるいは、中高年層

向けに定年退職後の生活設計情報や注意すべき消費者トラブル事例情報などの提供の場が必

要です。 

さらに、消費者市民社会の構築に向け、事業の形態や、事業分野、その事業者の事情、特

性に応じ、従業者へ環境保護活動への参加を促すなど、消費者市民社会を形成する消費者を

育成するという観点から消費者教育を行うことも大切です。 

＜具体的取組内容＞ 

親子で学べる教材の作成 

家族への高齢者被害情報の提供 
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県内事業所においては、既に自然環境保全活動等の社会貢献活動に取り組んでいる事業所

もありますが、今後は、消費者教育のニーズの把握に努めるとともに、モデルケースを発掘

し、各事業者の実態に適した消費者教育の方法や人材について情報提供をすることで、消費

者教育への取り組みを支援していきます。 

 

 

 

 

 

 

３ 教育人材の育成・活用 

学校の教職員には、消費者教育の推進役としての役割が期待されるところであり、その指

導力の向上を図ることが求められます。また、県民生活相談センターをはじめとする、消費

生活センターでは専門的な知識や経験を有する消費生活相談員が相談に応じていることから、

消費者教育の担い手となることは大変有効です。 

さらに、県内全域で消費者教育の機会を提供するためには、新たな教育人材の育成が不可

欠であることから、大学や職域、地域で教育できる人材を育成していく必要があります。 

 

実施している 

40.6% 

実施していない 

50.3% 

今は実施していない

が、今後実施したい 

4.5% 

 無回答 

4.6% 

〈図表18〉社会貢献活動を実施していますか(回答数1100) 

56.0% 

47.4% 

14.3% 

11.9% 

11.9% 

他の団体等の実施する地域活動への協力 

持続可能な社会実現を目的とした自然環境保全活動 

業務に関連する分野についてのセミナーや研修会、講師派遣 

業務に関連する商品、サービスに関する一般的な注意喚起や

情報提供 

その他・無回答 

〈図表19〉どのような活動内容ですか(回答数446) 

＜具体的取組内容＞ 

ニーズ把握とモデルケースの発掘 

各事業者等に適した教育方法や人材についての情報提供 

「岐阜県消費者教育に関する実態調査」 県内事業者対象（平成 25年度） 
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【教員を対象とした研修、教材開発】 

平成25年5月から6月にかけて、学校での消費者教育の実施状況と教員の研修機会等につい

て把握することを目的として、小、中学校、高校の家庭科（技術・家庭科）教員に対しアン

ケートを実施しました。（ 小中学校教育研究会小学校家庭科部会、中学校技術・家庭科部会、

高等学校教育研究会家庭部会による協力） 

その結果、教員が消費者教育に関係する研修に参加する機会は限られていることが分かり

ました。また、研修に参加できない理由についてみると、多くが「時間が確保できない」と

いう理由でしたが、次いで「研修の情報がない」との理由でした。 

 

また、このアンケートでは、消費者教育に関する授業において、多くの教員が教科書以外

の教材を活用していることが分かりました。消費者教育関係のＤＶＤを使用したり、専門家

を講師として招くなどして、できる限り多くの情報を子どもたちに学ばせる工夫も行われて

います。 

 

 

今後は、各地域で取り組まれている優れた実践事例についての情報を収集し、家庭科、社

会科等の関係教員へ情報誌などの形で情報提供するとともに、教育研究会等の教員が集まり

やすい機会を利用して、消費者教育の専門家を派遣する等の研究支援を行うことにより、教

員に対する研修機会を提供していきます。 

また、消費者教育の専門家や教員の意見を取り入れながら、教科書以外の副教材を作成、

充実させることで、消費者教育が学校現場で効果的に実施されるよう支援します。 

 

 

 

24% 

36% 

69% 

76% 

64% 

31% 

小学校(回答数33) 

中学校（回答数28） 

高校（回答数62） 

〈図表20〉消費者教育についての研修に参加したことがありますか 
はい いいえ 

38% 

81% 

79% 

63% 

19% 

21% 

小学校(回答数32) 

中学校（回答数26） 

高校（回答数58） 

〈図表21〉 

  教科書以外の教材について、使ったこと(使おうとしたこと)がありますか。 
はい いいえ 

＜具体的取組内容＞ 

優れた実践事例等を関係教員へ情報提供 

教育研究会等への専門家派遣による研究支援 

学校現場で使える副教材の作成、充実 
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【消費者教育拠点としてのセンター機能の充実】 

県民生活相談センターには、消費生活相談に関する専門的な資格（消費生活専門相談員資

格等）を持った相談員が多くおり、これまでにも、相談員としての経験を活かして、数多く

の出前講座の講師を務めてきました。 

県民生活相談センターで実施する消費生活出前講座は、年間80件以上（月平均７～８件）

の実績があり、うち35%を県が委嘱する消費者啓発推進員が寸劇による講座で担当しています

（平成24年度実績）。このように、県民生活相談センターは消費生活相談の窓口としてだけ

でなく、相談員、消費者啓発推進員による「届ける」タイプの消費者教育の拠点としても機

能しています。 

しかし、誰もが、どこに住んでいても、生涯を通じて、様々な場で、消費者教育を受ける

ことができる機会を提供するためには、地域に根差した教育人材をさらに育成し、県内全域

を網羅できるような教育体制を整備する必要があります。 

そこで県では、県及び市町村の相談員、相談窓口担当職員に対しては、伝えるだけでなく、

教えるノウハウも身につけられるよう、消費者教育実践マニュアルを作成するとともに、「消

費者教育人材育成研修」等を開催していきます。 

また、消費者啓発推進員については、相談員経験者等からの新たな人材の発掘と教育スキ

ルの向上を図っていきます。 

さらに、消費者団体、事業者団体、事業者等においては、担当職員等がそれぞれの所属に

おいて消費者教育の推進役となれるよう、「頼れる消費者先生」（仮称）を養成していきま

す。 

 

＜具体的取組内容＞ 

消費者教育実践マニュアルの作成 

相談員等を対象とした「消費者教育人材育成研修」の実施 

相談員経験者等の教育人材発掘と教育スキルの向上 

「頼れる消費者先生」（仮称）の養成 
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４ 教育教材等の作成・活用 

県では、これまで学校用副教材の作成のほか、啓発冊子やパンフレット等の広報媒体を作

成し、消費者の年齢等の特性に応じた啓発を行ってきました。 

今後は、「消費者教育」の必要性に対する県民の理解を深めていく取り組みを行っていく

とともに、消費者教育の担い手のすそ野を広げるための取り組みを行っていくことが必要で

す。 

また、消費者市民社会の形成のためには、消費者一人一人が豊かな消費生活の実現に向け

て、主体的に消費生活に関する正確な知識や的確な判断力を身に付けていくという「消費者

学習」が必要です。 

そこで、県では、誰もが活用できる、各ライフステージや場に応じた内容の教材作成と活

用を進めることで、県民の消費者学習の取り組みを支援していきます。 

さらに、県の作成する教材だけでは限界があることから、誰もが使いやすい教材を選ぶこ

とができるよう、国が提供する「消費者教育ポータルサイト」も併せて周知していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

＜具体的取組内容＞ 

■消費者教育普及啓発パンフレットの作成 

消費者教育の必要性についての理解を深める啓発パンフレット「消費者教育って？」

（仮称）の作成 

■消費者教育実践マニュアルの作成 

法律の基礎知識、講座の組み立て、対象者別の講座展開例等を記載した「消費者教育

実践マニュアル」の作成  

■各ライフステージや場に応じた内容の教材の作成・活用 

【親子で学べる教材の作成等】 

  紙芝居やワークシートで学ぶ教育教材の作成 

  幼児期から金銭感覚を養う、買い物体験やお金クイズ等の教材の作成 

【学校現場で使える副教材の作成、充実、活用】 

  小中学校向け副読本「知っトクＢＯＯＫ」の活用 

  現在の高校生向け副読本の内容に消費者市民社会の形成等、新たな視点を加えて改訂 

【大学・専門学校等向け】 

  大学や専門学校が消費者教育に取り組む際の参考とするため、入学時ガイダンスや教

職員研修向けの教材を作成 

【事業者等向け】 

事業者等が消費者教育に取り組む際の参考とするため、消費者教育担当者向け、新入

社員研修向けの教材を作成 
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５ 多様な教育の担い手との連携 

消費者教育推進法では、国や地方公共団体の責務等について規定しているだけでなく、消

費者教育の様々な担い手、消費者団体、事業者・事業者団体の努力についても定めています。

同様に、この計画では、県として取り組むべき教育内容を示しているだけでなく、幅広い消

費者教育の担い手との連携により推進していく内容について示しています。 

また、地域には、これまで自らの活動が消費者教育の活動であることを自覚せずに実践し

ている担い手がおり、限られた時間、資源において効率的・効果的に消費者教育を推進する

には、こうした各主体が情報を共有し、自らが行う取り組みの位置付けの理解を進めながら

相互の連携・協働を図っていくことが必要です。 

県では、消費者団体や事業者・事業者団体等の自主性を尊重しつつ、それぞれの取り組み

を支援し、協力関係を築きながら、相互の連携により情報共有を図っていきます。  

行政、民間、消費者自身も含め、幅広い教育の担い手それぞれが連携することで、県民の

誰もが、どこに住んでいても、生涯を通じて、様々な場で、消費者教育を受けることができ

る機会や学び合う機会を提供していきます。 

〈図表22〉 

 
 
【各主体が取り組むべき内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■企業・事業団体 

・お客様への製品やサービスに関する情報提供 

・消費者にとって有益な情報の提供 

・従業者に対する教育 

・CSR活動を通じての社会貢献(学校や消費者団体等

との連携) 

■市町村 

・消費者教育推進地域協議会の設置、消費者教育推

進計画の策定 

・地域での講習会の開催や場の提供 

・学校や高齢者の会合等への出前講座の実施 

■消費者団体 

・地域での消費者教育の実施（特に行政サービスが

届きにくい対象者や地域） 

・学校や事業者、NPO等との連携による消費者教育 

・地域の消費者教育人材の育成 

・啓発資料や教育資料の作成 

■法律専門家 

・学校や地域への講師派遣 

・市町村や団体等が作成する啓発資料についての法

的助言 

・市町村、団体等が実施する法律相談会への協力 

■学校等教育関係機関 

（幼、小、中、高） 

・学習指導要領に基づく教育の充実 

・部会等での研究活動、教材の作成 

（大学、専門学校等） 

・学生を対象とした消費者教育 

・学生相談担当の教職員等を対象とした教育 

■福祉関係団体等（高齢者、障害者） 

（高齢者） 

・地域の会合等の場を利用した教育 

・家族や見守り活動をする人への教育 

（障害者） 

・障害者関係施設での講座等の開催 

・家族や支援団体関係者への教育 
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第６章 他の消費者施策等との連携 

１ 他の消費生活に関連する教育との連携 

消費者教育推進法第3条第7項では、環境教育、食育、国際理解教育その他の消費生活に関

連する教育に関する施策との有機的な連携を図ることを求めています。これらの消費生活に

関連する教育の目的、内容や対象範囲は、それぞれ異なるものですが、消費者の自立を支援

し、また、消費者市民社会の形成に参画することの重要性について理解及び関心を深める消

費者教育と重なる部分も少なくありません。 

県では、食育（保健医療課、教育委員会スポーツ健康課）、食農教育（農産物流通課）、

ぎふクリーン農業（農産園芸課）、環境教育（環境生活政策課）といった庁内関係課、さら

に、国際理解教育（県国際交流センター）、金融教育（岐阜県金融広報委員会）といった関

係団体の実施する消費者教育について現状を把握し、それぞれの役割分担を明確にしながら、

連携して効果的に消費者教育を推進します。 

 

２ 他の関連する消費者施策との連携 

【消費者の安全・安心の確保等】 

消費者施策の中で、消費者の安全・安心の確保は最も基本的な事項であり、県では、事業

者が安全性に欠ける商品の提供や不当な表示をすることがないよう、また、消費者に商品や

サービスの選択を誤らせるような取引方法を用いることがないよう、岐阜県消費生活条例等

に基づき指導を行っています。 

このような施策や法制度の実効性を確保するためには、それらの意義・内容を理解し活用

できる消費者の育成が不可欠です。その点に留意して、消費者教育を実施していきます。 

【消費者意見の反映・透明性確保】 

県では、毎年、岐阜県消費者施策推進指針を策定しており、これに県民の意見を反映させ

るため、県民意見募集（パブリック・コメント）を行っています。 

消費者市民社会の構築に向け、消費者自身がこうした機会に積極的に意見を出すことの重

要性についても普及、啓発に留意していくこととします。 

【苦情処理・紛争解決の促進】 

県では、消費者被害等の適切かつ迅速な救済のため、消費者と事業者との当事者間での自

主交渉が円滑に進むよう、消費生活相談の窓口体制の充実・強化を進めています。また、解

決が困難な事例への対応のため、学識経験者等からなる岐阜県苦情処理委員会を設置してい

ます。 

被害に遭わない消費者の育成も消費者教育の大きな目標ですが、消費者が被害に遭った場

合に、その解決に向けて自ら行動することができる消費者の育成も必要です。消費者教育を

実施していく中で、受身ではなく、状況に応じて相談機関を活用するなど積極的な行動をと

ることができる消費者の育成に留意していくこととします。 
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第７章 計画の推進体制と検証 

１ 推進体制 

県民の消費生活の安定及び向上を図るための重要な事項を調査審議する「岐阜県消費生活

安定審議会」（岐阜県消費生活条例第30条）を、消費者教育推進法第20条に定める「消費者

教育推進地域協議会」として位置付け、情報交換と調整を行うとともに、計画の策定や修正

について協議します。 

また、県他部局（県教育委員会、県警本部等）、県内消費者団体、大学、事業者等との連携

により、効果的な推進に努めます。 

さらに、市町村の消費者教育推進計画の策定状況、推進状況を把握しながら、県民一人一

人に対して隙間なく消費者教育の機会を提供できるよう、市町村の取り組みを支援し、連携

して取り組んでいきます。 

 

２ 計画の検証  

県や市町村だけでなく、県内消費者団体、事業者･事業者団体等が地域で展開している様々

な消費者教育の取り組み状況について、毎年、「岐阜県消費生活安定審議会」（岐阜県消費者

教育推進地域協議会）において報告します。また、それらの取り組みについては、この計画

の体系への位置づけを確認しながら、充実が必要な部分については、連携の在り方について

検討するとともに今後の施策に反映させていきます。 
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付属資料 

 

   
別 紙   

消費者教育 県の取り組み状況一覧  （消費者教育が育むべき力の領域別） 

計画第３章１の各領域 事 業 名 内 容（対象や目的などの概要） 担当課 

①消費が社会に与える影響を考

慮し適切な選択ができる力 

東海三県一市グリーン購

入キャンペーン 

東海三県一市の広域連携により、環境にやさしい買い物に

ついての普及啓発 
廃棄物対策課 

米粉活用促進事業 大規模集客施設等での米粉フェアの開催 農産園芸課 

②商品等やサービスの安全性を

確認し危険を回避できる力 

健康食品情報受発信・

相談応需事業 

・健康食品県民講座の開催 

・一般県民向け健康食品の使用に関する啓発パンフレッ

トの作成 

薬務水道課 

医薬品等安全使用対策

事業 

医薬品等の適正使用に関する講習会（薬の安全使用教

室）を実施し、医薬品等に関する正しい知識を普及 
薬務水道課 

食品安全総合対策 

（リスクコミュニケーション

推進費） 

県民ニーズに合わせたリスクコミュニケーション事業 生活衛生課 

清流を守るぎふクリーン

農業等総合推進事業 

消費者を対象とした食農教育 

（ぎふクリーン農業の紹介） 
農産園芸課 

③健全な家計運営ができ、消費ト

ラブルを回避し対処する力  

高齢者が安心して暮ら

せる出前講座・訪問事業 

・老人クラブ等を対象に出前講座を実施 

・老人クラブ未加入世帯等を対象に啓発リーフレットを配

布 

環境生活政策課 

(地域安全室) 

消費者教育支援事業 
学校における消費者教育の資料として活用できる副読本

を作成 
県民生活相談センター 

消費者被害未然防止啓

発事業費 

消費者被害の未然防止を目的に、新聞広告、映画 CM、

イベント等を実施 
県民生活相談センター 

高齢者等を取り巻く消費

者トラブル対策事業費 

高齢者向け啓発カレンダー見守りリーフレットを印刷し、配

布 
県民生活相談センター 

消費者問題未然防止事

業 

消費者被害の未然防止を目的に、出前講座の実施、消費

者啓発推進員の資質向上研修を実施 
県民生活相談センター 

宅地建物取引業指導監

督事業 
消費者向けの不動産取引の手引きの購入・配布 建築指導課 

犯罪のないまちづくり対

策事 
振り込め詐欺等犯罪被害防止広報用チラシの印刷 

生活安全総務課 

（警察本部） 

悪質商法被害防止用リ

ーフレット 
悪質商法被害防止の啓発用リーフレットの作成、印刷 

生活環境課 

（警察本部） 

④様々な情報を読み解く力と活

用できる力 

健康増進法に基づく栄

養表示基準等の指導 
消費者対象の栄養表示講習会等の開催 保健医療課 

⑤①～④全領域に関わる内容 

消費者団体等活動支援

補助金 

消費者団体活性化を目的として、団体の行う事業に対し

て補助 
県民生活相談センター 

消費者教育スモールス

テージ開催事業 

小・中学校の児童生徒や保護者・地域住民を対象として、

消費者教育啓発ステージや、企業・団体による出前講座

等を内容とする行事を開催 

学校支援課 

社会教育文化課 

（教育委員会） 

消費者教育に関する家

庭教育学級開催の支援 

保護者を対象とした家庭教育学級で、小・中学生の消費

者教育学習会を併せて開催する等、家庭における消費者

教育推進の支援 

社会教育文化課 

（教育委員会） 
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